
 

 

 名古屋市教育委員会教育長及び事務局職員の勤務時間の特例等に関する規則

の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 7 年 3 月27 日 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第 4 号 

 

   名古屋市教育委員会教育長及び事務局職員の勤務時間の特例等に 

   関する規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市教育委員会教育長及び事務局職員の勤務時間の特例等に関する規則

（平成23年名古屋市教育委員会規則第 5 号）の一部を次のように改正する。 

 別表第 1 中 

「 

新しい学校

づくり推進

部子ども応

援課に所属

する指導主

事（中学校

に勤務する

ことがある 

者に限る。） 

Ａ 

1 日について午前 8 時15 分か

ら午後 4 時45 分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 1 日につい 

て45 分とする。 

日曜日及び土

曜日とする。 

Ｂ 

1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 



 

新しい学校

づくり推進

部子ども応

援課に所属

する指導主

事（高等学

校に勤務す

ることがあ 

る 者 に 限 

る。） 

Ａ 

1 日について午前 8 時30 分か

ら午後 5 時までの間において 7 

時間45 分とする。 

 1 日につい 

て45 分とする。 

日曜日及び土

曜日とする。 

Ｂ 

1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

                                  」 

を 

「 

新しい学校

づくり推進

部子ども応

援課に所属

する指導主

事（中学校

（なごやか

中学校を除

く。）に勤

務すること

がある者に

限る。） 

Ａ 

1 日について午前 8 時15 分か

ら午後 4 時45 分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 1 日につい 

て45 分とする。 

日曜日及び土

曜日とする。 

Ｂ 

1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

新しい学校

づくり推進

部子ども応

援課に所属

する指導主

事（なごや

か中学校に

勤務するこ

とがある者

に限る。） 

Ａ 

1 日について午後 1 時から午

後 9 時30 分までの間において 7 

時間45 分とする。 

 1 日につい 

て45 分とする。 

日曜日及び土

曜日とする。 

Ｂ 

1 日について午前 8 時15 分か

ら午後 4 時45 分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

Ｃ 

1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

新しい学校

づくり推進

部子ども応

援課に所属

する指導主

事（高等学

校（工業高

等学校及び

中央高等学 

校を除く。） 

に勤務する

ことがある 

者に限る。） 

Ａ 

1 日について午前 8 時30 分か

ら午後 5 時までの間において 7 

時間45 分とする。 

 1 日につい 

て45 分とする。 

日曜日及び土

曜日とする。 

Ｂ 

1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 



 

新しい学校

づくり推進

部子ども応

援課に所属

する指導主

事（工業高

等学校及び

中央高等学

校に勤務す

ることがあ

る 者 に 限 

る。） 

Ａ 

1 日について午後 1 時から午

後 9 時30 分までの間において 7 

時間45 分とする。 

 1 日につい 

て45 分とする。 

日曜日及び土

曜日とする。 

Ｂ 

1 日について午前 8 時30 分か

ら午後 5 時までの間において 7 

時間45 分とする。 

Ｃ 

1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

                                  」 

に改める。 

 別表第 2 総務部総務課に所属する職員のうち、ワークステーションに関する

業務に従事する者の項を削り、同表総務部人権教育課に所属する職員のうち、

中文化センターにおける業務に従事する者の項の次に次のように加える。 

総務部教育

ＤＸ推進課

に所属する 

職員のうち、 

情報化推進

に係る企画

に関する業

務に従事す

る者 

Ａ 

 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 3 時45 分までの間におい

て 6 時間とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前10 時30 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

て 6 時間とする。 

 別表第 2 総務部学校施設課に所属する職員のうち、旧学校施設における管理

運営に関する業務に従事する者の項の次に次のように加える。 

人事部人事

課に所属す

る職員のう

ち、ワーク

ステーショ

ンに関する

業務に従事

する者 

 1 日について午前10 時から午後 5 時

までの間において 6 時間とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 

 別表第 2 中「教務部教職員課」を「人事部教職員課」に、 

「 

教務部学事

課に所属す

る職員のう

ち、就学援

助及び就学

 1 日について午前10 時から午後 5 時

までの間において 6 時間とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 



 

奨励に関す

る業務に従

事する者 

                                  」 

を 

「 

人事部教職

員研修・採

用課に所属

する職員の

うち、指導

改善研修に

関する業務

に従事する

者 

 1 日について午前 8 時30 分から午後

5 時までの間において 7 時間30分とす

る。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日、月曜

日及び土曜日と

する。 

人事部教職

員研修・採

用課に所属

する職員の

うち、教職

員研修コン

テンツの作

成、整備、

運営及び研

修補助に関

する業務に

従事する者 

Ａ 

 1 日について午前 9 時30 分か

ら午後 4 時30 分までの間におい

て 6 時間とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前 8 時30 分か

ら午後 3 時30 分までの間におい

て 6 時間とする。 

人事部教職

員研修・採

用課に所属

する職員の

うち、教師

力フォロー

アップにお

ける教員に

対する指導

助言に関す

る主任の業

務に従事す

る者 

 1 日について午前 8 時30 分から午後

5 時までの間において 7 時間30 分とす

る。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日、土曜

日及び 4 週間を

通じて 4 日とす

る。 

人事部教職

員研修・採

用課に所属

する職員の

うち、教師

力フォロー

アップにお

ける教員に

対する指導

 1 日について午前 8 時30 分から午後

5 時までの間において 7 時間30 分とす

る。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日、土曜

日及び 4 週間を

通じて 4 日とす

る。 



 

助言に関す

る業務に従

事する者 

人事部教職

員研修・採

用課に所属

する職員の

うち、教職

インターン

シップに関

する業務に

従事する者 

Ａ 

 1 日について午前 9 時から午

後 4 時までの間において 6 時間

とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前10時から午

後 5 時までの間において 6 時間

とする。 

人事部教職

員研修・採

用課に所属

する職員の

うち、教育

センター図

書室の図書 

の整備計画、 

管理及びレ

ファレンス

サービスに

係る連絡調

整に関する

業務に従事

する者 

Ａ 

 1 日について午前 9 時から午

後 4 時までの間において 6 時間

とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前10 時から午

後 5 時までの間において 6 時間

とする。 

人事部教職

員研修・採

用課に所属

する職員の

うち、教育

センターに

おける技術

的及び専門

的な管理運

営に係る連

絡調整に関

する業務に

従事する者 

Ａ 

 1 日について午前 8 時15 分か

ら午後 1 時15 分までの間におい

て 5 時間とする。 

  4 週間を通じ

て 8 日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 1 時45 分までの間におい

て 5 時間とする。 

 

Ｃ 

 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 2 時45 分までの間におい

て 5 時間とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

Ｄ 

 1 日について午後 0 時30 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

て 5 時間とする。 

 

Ｅ 

 1 日について午後 4 時15 分か

ら午後 9 時15 分までの間におい

て 5 時間とする。 

 

Ｆ 

 1 日について午前 8 時15 分か

ら午後 4 時45 分までの間におい

て 7 時間30 分とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

Ｇ 

 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時15 分までの間におい

て 7 時間30 分とする。 



 

Ｈ 

 1 日について午後 0 時45 分か

ら午後 9 時15 分までの間におい

て 7 時間30 分とする。 

Ｉ 

 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 3 時45 分までの間におい

て 6 時間とする。 

Ｊ 

 1 日について午前10 時から午

後 5 時までの間において 6 時間

とする。 

人事部教職

員研修・採

用課に所属

する職員の

うち、教育 

セ ン タ ー 

（分館を除

く。）にお

ける管理運

営に係る連

絡調整に関

する業務に

従事する者 

Ａ 
 1 日について午前 8 時15 分か

ら午後 1 時15 分までの間におい

て 5 時間とする。 

  4 週間を通じ

て 8 日とする。 

Ｂ 
 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 1 時45 分までの間におい

て 5 時間とする。 

 

Ｃ 
 1 日について午後 0 時15 分か

ら午後 5 時15 分までの間におい

て 5 時間とする。 

 

Ｄ 
 1 日について午後 0 時30 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

て 5 時間とする。 

 

Ｅ 
 1 日について午後 1 時から午

後 6 時までの間において 5 時間

とする。 

 

Ｆ 
 1 日について午後 3 時15 分か

ら午後 8 時15 分までの間におい

て 5 時間とする。 

 

Ｇ 
 1 日について午後 4 時15 分か

ら午後 9 時15 分までの間におい

て 5 時間とする。 

 

Ｈ 
 1 日について午前 6 時から午

後 2 時30 分までの間において 7 

時間30 分とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

Ｉ 
 1 日について午前 8 時15 分か

ら午後 4 時45 分までの間におい

て 7 時間30 分とする。 

Ｊ 
 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時15 分までの間におい

て 7 時間30 分とする。 

Ｋ 
 1 日について午前 9 時30 分か

ら午後 6 時までの間において 7 

時間30 分とする。 

Ｌ 
 1 日について午前11 時45 分か

ら午後 8 時15 分までの間におい

て 7 時間30 分とする。 



 

Ｍ 
 1 日について午後 0 時45 分か

ら午後 9 時15 分までの間におい

て 7 時間30 分とする。 

Ｎ 
 1 日について午後 1 時から午

後 9 時30 分までの間において 7 

時間30 分とする。 

Ｏ 
 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 3 時45 分までの間におい

て 6 時間とする。 

人事部教職

員研修・採

用課に所属

する職員の

うち、教育 

セ ン タ ー 

（分館に限

る。）にお

ける管理運

営に係る連

絡調整に関

する業務に

従事する者 

Ａ 
 1 日について午前 8 時15 分か

ら午後 1 時15 分までの間におい

て 5 時間とする。 

  4 週間を通じ

て 8 日とする。 

Ｂ 
 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 1 時45 分までの間におい

て 5 時間とする。 

 

Ｃ 

 1 日について午後 0 時15 分か

ら午後 5 時15 分までの間におい

て 5 時間とする。 

 

Ｄ 

 1 日について午後 0 時40 分か

ら午後 5 時40 分までの間におい

て 5 時間とする。 

 

Ｅ 

 1 日について午後 4 時20 分か

ら午後 9 時20 分までの間におい

て 5 時間とする。 

 

Ｆ 

 1 日について午前 8 時15 分か

ら午後 4 時45 分までの間におい

て 7 時間30 分とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

Ｇ 

 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時15 分までの間におい

て 7 時間30 分とする。 

Ｈ 

 1 日について午後 0 時50 分か

ら午後 9 時20 分までの間におい

て 7 時間30 分とする。 

Ｉ 

 1 日について午前 9 時から午

後 4 時までの間において 6 時間

とする。 

Ｊ 

 1 日について午前10 時から午

後 5 時までの間において 6 時間

とする。 

                                  」 

に改め、同表新しい学校づくり推進部子ども応援課に所属する職員のうち、子 

ども応援委員会の運営に関する業務に従事する者の項の次に次のように加える。 

新しい学校

づくり推進

 1 日について午前 9 時から午後 4 時

までの間において 6 時間とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

 日曜日及び土

曜日とする。 



 

部教育相談

課に所属す

る職員のう

ち、社会的

自立に係る

訪問型教育

相談及び家

庭への支援

に関する主

任の業務に

従事する者 

る。 

新しい学校

づくり推進

部教育相談

課に所属す

る職員のう

ち、社会的

自立に係る

訪問型教育

相談及び家

庭への支援

に関する業

務に従事す

る者 

 1 日について午前 9 時から午後 4 時

までの間において 6 時間とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 

新しい学校

づくり推進

部教育相談

課に所属す

る職員のう

ち、幼児、 

児童及び生

徒並びにそ

の保護者に

対する教育

相談に関す

る主任の業

務に従事す

る者 

Ａ 

 1 日について午前 9 時から午

後 4 時までの間において 6 時間

とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び 4 

週間を通じて 4 

日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前10 時から午

後 5 時までの間において 6 時間

とする。 

Ｃ 

 1 日について午後 1 時から午

後 7 時までの間において 6 時間

とする。 

 

Ｄ 

 1 日について午前 9 時から午

後 5 時までの間において 7 時間

とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

Ｅ 

 1 日について午前11 時から午

後 7 時までの間において 7 時間

とする。 

Ｆ 

 1 日について午前 9 時15 分か

ら午後 0 時15 分までの間におい

て 3 時間とする。 

 

新しい学校

づくり推進

部教育相談

課に所属す

る職員のう

ち、幼児、 

Ａ 

 1 日について午前 9 時から午

後 4 時までの間において 6 時間

とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び 4 

週間を通じて 4 

日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前10 時から午

後 5 時までの間において 6 時間

とする。 



 

児童及び生

徒並びにそ

の保護者に

対する教育

相談に関す

る業務に従

事する者 

Ｃ 

 1 日について午後 1 時から午

後 7 時までの間において 6 時間

とする。 

 

Ｄ 

 1 日について午前 9 時から午

後 5 時までの間において 7 時間

とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

Ｅ 

 1 日について午前11 時から午

後 7 時までの間において 7 時間

とする。 

Ｆ 

 1 日について午前 9 時15 分か

ら午後 0 時15 分までの間におい

て 3 時間とする。 

 

新しい学校

づくり推進

部教育相談

課に所属す

る職員のう

ち、特別な

支援を必要 

とする幼児、 

児童及び生

徒並びにそ

の保護者に

対する教育

相談及び専

門的な支援

に関する主

任の業務に

従事する者 

 1 日について午前 9 時から午後 4 時

までの間において 6 時間とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 

新しい学校

づくり推進

部教育相談

課に所属す

る職員のう

ち、特別な

支援を必要 

とする幼児、 

児童及び生

徒並びにそ

の保護者に

対する教育

相談及び専

門的な支援

の業務に従

事する者 

 1 日について午前 9 時から午後 4 時

までの間において 6 時間とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 

別表第 2 教育支援部学校ＤＸ推進課に所属する職員のうち、学校教育の情報

化推進に係る企画に関する業務に従事する者の項を削り、同表教育支援部学校

保健課に所属する職員のうち、学校給食費の未納徴収事務及び未納整理に関す



 

る業務に従事する者の次に次のように加える。 

教育支援部

学事課に所

属する職員

のうち、就

学援助及び

就学奨励に

関する業務

に従事する

者 

 1 日について午前10 時から午後 5 時

までの間において 6 時間とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 

 

   附 則 

 この規則は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 


